[bookmark: _Toc230075997]嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)

【法人名】（以下「甲」という。）と【産業医名】（以下「乙」という。）は、労働安全衛生法（以下、「法」という。）第 13 条に基づく嘱託産業医の業務委託に関して次のとおり契約を締結する。

（産業医選任）
第1条  甲は、法第 13 条の規定に基づき、本契約書に定めた事業場（以下、「本事業場」という。）における産業医として乙を選任し、乙に労働者の健康管理その他の労働安全衛生規則（以下、「則」という。）で定める事項（以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせることとし、乙はこれを承諾する。

（職務内容）
第2条 　乙は、本事業場において法第13条第1項が規定する労働者の健康管理等の職務並びにこれに付随する職務のうち以下のものを行う。(職務に係る報酬については第5条を参照。)
1 職場巡視を行うこと
2 衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として調査審議に参加すること
3 [bookmark: _Hlk222318043]健康診断の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
4 [bookmark: _Hlk222318064]健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認すること
5 健康診断、長時間労働の面接指導、ストレスチェックその他の健康管理に関する企画に関与し、助言、指導すること
6 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置に関する意見を述べること
7 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止への関与や助言、指導すること
　2 甲は、乙に対し法第13条第1項が規定する労働者の健康管理等の職務に付随する以下の職務を行うことを甲乙協議のうえで依頼することができる。
1 [bookmark: _Hlk223947490]長時間労働者に対し面接指導を行い、就業上の措置に関する意見を述べること
2 [bookmark: _Hlk223946675]ストレスチェックの結果に基づき申し出た労働者の面接指導を行い、その結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
3 職場復帰の支援等をはじめとする治療と就業の両立支援を行うこと
4 労働者への保健指導、労働者からの健康相談を受けること
5 その他の業務

（甲の乙に対する責務）
第3条 　甲は、乙に対し、則第14条の4第1項に基づき前条の職務を行う権限を与え、その職務遂行につき協力すること
　2 甲は、乙に対し、則第14条の2で定めるところにより別表1に記載の情報を提供するものとする。（法第13条第4項。）
　3 乙が甲に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をした場合において、甲は、当該勧告を尊重すること（法第13条第5項）
　4 甲は、前項の勧告を受けたときは、則第14条の3第3項で定めるところにより、当該勧告の内容その他の則第14条の３第４項で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告すること（法第13条第6項）
　5 甲は、乙による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、乙が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めること（法第13条の3）
　6 甲は、乙を本事業場における衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として指名すること（法第18条第2項、法第19条第2項）
　7 甲は、乙の業務に関する事項を作業場の見やすい場所に掲示する等して労働者に周知すること（法第101条）
　8 甲は、乙に労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示する権限を与えること（則第14条の４第3号）

（乙による個人情報の取扱い）
第4条　乙は、産業保健業務で知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律に定めるものをいう。以下同じ）を労働者本人の同意なく甲に提供してはならない。ただし、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
　2  乙は、前項の情報を漏らしてはならない（法第105条等）。
　3 　本条に定めるもののほか、個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令の定めによるものとする。

（乙による秘密の保持）
第4条の２　 乙は、産業保健業務で知り得た個人情報及び甲の経営並びに技術に関する情報について、あらかじめ情報主体の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
2　乙は、産業保健業務で知り得た個人情報及び甲の経営並びに技術に関する情報について、あらかじめ情報主体の同意を得ないで、産業保健業務を遂行する目的の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3　前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
①法令又は条例に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、情報主体の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は研究や教育の推進のために特に必要がある場合であって、情報主体の同意を得ることが困難であるとき
4 前条および本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。

（報酬）
第5条 甲は、第2条第1項に定める乙の職務に対して報酬として月額〇〇〇〇円を毎月〇〇日までに支払う。交通費・通信費等は別に算出した額を定額支給とする。
　2  甲は、第2条第2項第1号から第５号に定めた乙のそれぞれの職務に対する報酬を乙と協議の上、別表２に定める。毎月〇〇日までに支払う。時間や件数の管理方法は双方で協議の上決定する。
　3 甲は、本事業場以外の事業場（支社、支店等）について、乙に職務を依頼する場合には、甲乙協議の上、別に乙の報酬を定める。

（補償）
第６条　本契約に定める職務の遂行に関連して、乙に損害が発生した場合、以下の考え方を踏まえ、甲乙双方が協議のうえ、誠実に解決に当たるものとする。
①甲は、乙が本契約に定める職務遂行中および事業場の往復の移動中（事業場に向かう途上と事業場から自宅に向かう途上）において、乙に生じた身体上の損害について必要な補償を行うこと
②乙が本契約に定める職務遂行中に、甲の労働者または第三者に対して損害賠償責任を負った場合、甲は乙が負った当該損害賠償責任につき必要な補填を行うこと
③前2項の規定は、乙の故意又は重大な過失により生じた損害には適用しないこと

（契約の有効期間）
第７条　本契約の有効期間は〇〇年〇〇月〇〇日から 1年間とする。また期間満了日の 1か月前までに、甲乙いずれからも申し出がなければ、契約を更新するものとし、以後も同様とする。
　2 甲又は乙が、本契約を解約する場合には、期間満了の1か月前までに他方当事者に通知する。
　3 甲又は乙が、本契約に違反した場合には、他方当事者は契約期間内であっても本契約を解除できる。

（反社会的勢力）
第８条　甲、乙ともに暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に関与しない。

（協議）
第９条　本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、取り決めるものとする。
　2 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、〇〇地方裁判所を甲と乙の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（立会人について）
本契約を証するため、甲乙が署名・捺印の上、本書を各自1通ずつ保有する。
〇〇医師会（立会人）は、本契約に立ち会うよう努める。なお、立ち会う際は、甲乙および立会人が署名・捺印の上、甲乙および立会人が各 1 通ずつ保有する。


別表1　産業医の職務遂行に必要な情報の例示(契約書第3条第2項関係) 
事業者は、産業医が労働安全衛生法令に基づく職務を円滑に遂行できるよう、必要に応じて、次に掲げるような情報を提供するものとする(則第14条の2第1項関係)。 
なお、これらの情報には労働者個人に関する情報が含まれている場合があるので、取り扱いに注意すること。
1．労働者の健康管理に関する事項
健康診断結果の概要、長時間労働の状況、面接指導の実施状況、ストレスチェックの集団分析結果、休職・復職に関する情報、診断書等の健康情報等
2．労働者の業務に関する事項
労働時間の状況、業務内容、有害業務への従事状況、配置転換等の情報
3．作業環境に関する事項
作業環境測定結果、化学物質の取扱状況、作業方法又は工程の変更等
4．安全衛生管理に関する事項
衛生委員会の審議状況、労働災害の発生状況、リスクアセスメントの実施状況等
前各号のほか、産業医が専門的見地から助言又は指導を行うにあたり必要な情報については、事業者及び産業医が協議のうえ提供するものとする。

別表２　産業医の職務と報酬表
第2条第2項第1号から第5号に定める各職務の報酬額は以下のとおりとする。
	職務
	報酬

	長時間労働者に対し面接指導を行い、就業上の措置に関する意見を述べること
	○○円/件
または
〇〇円/時間

	ストレスチェックの結果に基づき申し出た労働者の面接指導を行い、その結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
	○○円/件
または
〇〇円/時間

	職場復帰の支援等をはじめとする治療と就業の両立支援を行うこと
	○○円/件
または
〇〇円/時間

	労働者への保健指導、労働者からの健康相談を受けること
	○○円/件
または
〇〇円/時間

	その他の業務A
	○○円/件
または
〇〇円/時間

	その他の業務B
	○○円/件
または
〇〇円/時間


※報酬の算定基準は、1時間単位のほか、15分または30分単位で設定することも可能である。具体的な単位時間については、事業場と産業医の協議により定めるものとする。


産業医担当事業場
甲の情報

法人名
本社・本店所在地
法人代表者名

事業場名
事業場所在地
事業場代表者名

主な事業内容
従業員数
主な有害業務
有害業務別従事者数






 年	 月	 日
甲 　所在地 
事業所名
代表者 				印
乙　所在地 
医療機関名
医師氏名				 印
立会人 所在地 
医師会名 
代表者 				印
（立会人が契約に立ち会う際に、署名・捺印を行う）
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